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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】導電性粒子を用いて、高周波数からノイズ抑制
能を発揮させることのできるノイズ抑制体、ノイズ抑制
シート、塗装物品およびこれらの製造方法を提供する。
【解決手段】ノイズ抑制体１０は、導電性粒子１１が、
厚み方向に隣り合う導電性粒子１１との間に電圧印加可
能な状態で電気的絶縁層１２を介して分散している。こ
のノイズ抑制シートは、ノイズ抑制シートまたは塗装物
品の塗膜とすることができる。また、ノイズ抑制シート
および塗装物品の製造方法は、導電性粒子１１、バイン
ダーおよび溶剤からなるコーティング組成物を離型性シ
ート上または被塗装物上に塗布し乾燥したのち、得られ
た乾燥塗膜の上に前記と同一のコーティング組成物を塗
布し乾燥する操作を１回以上行うことにより、離型性シ
ート上に複層塗膜を形成る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に非磁性の導電体粉体からなる導電性粒子が多数分散してなり、近傍界におけるノ
イズを抑制するノイズ抑制体であって、前記導電性粒子は、厚み方向に隣り合う導電性粒
子との間に電圧印加可能な状態で電気的絶縁層を介して分散している、ことを特徴とする
、ノイズ抑制体。
【請求項２】
　請求項１に記載のノイズ抑制体からなる、ノイズ抑制シート。
【請求項３】
　表面抵抗値が１００，０００Ω／□以上である、請求項２に記載のノイズ抑制シート。
【請求項４】
　前記導電性粒子が薄片であるか、および／または、短繊維状であって、その長さ方向が
シートの面方向に沿うよう配向してなる、請求項２または３に記載のノイズ抑制シート。
【請求項５】
　請求項２から４までのいずれかに記載のノイズ抑制シートを製造する方法であって、導
電性粒子、バインダーおよび溶剤からなるコーティング組成物を離型性シート上に塗布し
乾燥したのち、得られた乾燥塗膜の上に前記と同一のコーティング組成物を塗布し乾燥す
る操作を１回以上行うことにより、離型性シート上に複層塗膜を形成し、該複層塗膜を離
型性シートから剥離する、ことを特徴とする、ノイズ抑制シートの製造方法。
【請求項６】
　複層塗膜を加圧する工程を含む、請求項５に記載のノイズ抑制シートの製造方法。
【請求項７】
　塗膜が請求項１に記載のノイズ抑制体からなる、塗装物品。
【請求項８】
　表面抵抗値が１００，０００Ω／□以上である、請求項７に記載の塗装物品。
【請求項９】
　前記導電性粒子が薄片であるか、および／または、短繊維状であって、その長さ方向が
塗膜の面方向に沿うよう配向してなる、請求項７または８に記載の塗装物品。
【請求項１０】
　請求項７から９までのいずれかに記載の塗装物品を製造する方法であって、導電性粒子
、バインダーおよび溶剤からなるコーティング組成物を被塗装物上に塗布し乾燥したのち
、得られた乾燥塗膜の上に前記と同一のコーティング組成物を塗布し乾燥する操作を１回
以上行うことにより、被塗装物上に複層塗膜を形成する、ことを特徴とする、塗装物品の
製造方法。
【請求項１１】
　複層塗膜を加圧する工程を含む、請求項１０に記載の塗装物品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ノイズ抑制体、ノイズ抑制シート、塗装物品およびこれらの製造方法に関す
る。詳しくは、ノイズ（不要電磁波）の発生源や伝送線路に貼付あるいは塗膜形成するこ
となどにより、ノイズを抑制するためのノイズ抑制体、ノイズ抑制シート、塗装物品およ
びこれらの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話やパーソナルコンピュータなどの高周波を利用する電子機器類が広く普及し、
回路への電子部品の実装密度が飛躍的に高まってきている昨今においては、電子機器や部
品、回路基板などの間で生じる電磁障害の問題が深刻化してきている。このような電磁障
害の対策として、ノイズ抑制体を用いることが知られており、ノイズ発生源や伝送線路を
被覆して用いられている。
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　上記ノイズ抑制体とは、ノイズを吸収し、熱エネルギーに変換することによって除去す
るものであり、電磁波を反射するだけの電磁波反射体とは区別される。
　ところで、電磁波の特性は、放射源からの距離に大きく依存し、近傍界（放射源からの
距離が波長λ／２πよりも近い領域）と遠方界（放射源からの距離が波長λ／２πよりも
遠い領域）で大きく異なる。「ノイズ抑制体」は近傍界を対象とする吸収体であり、遠方
界を対象とし、自由空間を伝わる電磁波を吸収する、電磁波吸収体とは区別される。
【０００３】
　ノイズ抑制体は、シート状に成形されるのが一般的であり、パソコン、携帯電話などの
電子機器内部の各種配線に流れる電流が作り出す不要電磁波の干渉の抑制や、電子機器か
らの不要電子波の輻射の抑制を目的として、それらの電子機器や機器内部の部品などに貼
付して用いられている。なお、本発明においては、前記シート状のノイズ抑制体をノイズ
抑制シートと称することとする。
　電磁波は、電界波と磁界波により形成されており、電界波か磁界波のどちらか一方を減
衰させればもう一方も減衰する。それ故、遠方界を対象とする電磁波吸収体の場合の材料
としては、導電体、誘電体、磁性体のいずれか１種類以上が用いられている。導電体、誘
電体は電界波を減衰させることにより、また、磁性体は磁界波を減衰させることにより、
電磁波を減衰させるものと考えられている。
【０００４】
　導電性粒子を用いた技術として、例えば、コイル状の炭素繊維片を用いた電磁波シール
ド複合材料が知られている（特許文献１参照）。導電性粒子と磁性粒子を併用した技術と
して、例えば、導電性材料であるコイル状カーボンと磁性粒子を用いた電磁波吸収材料が
知られている（特許文献２参照）。
　一方、ノイズ抑制体の材料としては、導電体や誘電体は使用されずに、磁性体が主とし
て使用されている。これは、ノイズ抑制体が対象としている近傍界では、電子機器内部の
各種配線に流れる電流が作り出す磁界による電界の誘導が未だ十分でなく、電界波ではな
く磁界波を減衰させる手段を講じることが必要と考えられていたためである。より詳しく
は、導電体や誘電体は、磁性体と違って、電界に働きかけることにより、電磁波を熱エネ
ルギーに変換して減衰させている、というのが従来の技術常識であり、導電体、誘電体を
用いたシートでは、電子機器内部の各種配線に流れる電流が作り出す近傍界における磁界
波ノイズに対して、抑制能を発揮しないと考えられていたためである。
【０００５】
　前記磁性材料を用いたノイズ抑制体としては、例えば、スピネル系フェライト焼結体、
六方晶フェライト焼結体の球状粒子、金属磁性体の扁平状粒子等を樹脂に混合したもの（
特許文献３参照）や、鉄、鉄アルミニウム珪素合金、鉄ニッケル合金、アモルファス合金
、鉄酸化物などの軟磁性体粒子を用いたもの（特許文献４参照）が知られている。
【特許文献１】特開平５－２１９８４号公報
【特許文献２】特開２０００－２３２２９５号公報
【特許文献３】特許第３４０１６５０号公報
【特許文献４】特開２００８－９８３９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上に述べたように、近傍界におけるノイズの抑制は、従来、磁性粒子を用いたものが使
われてきたが、本願出願人は、導電性粒子を用いたものであっても、表面抵抗値を１０～
５００Ω／□に調整することで、近傍界のノイズを抑制することができることを見出し、
この技術について、先に特許出願を終えている（特願２００７－０８６０５４）。なお、
本願出願人は、この技術を特許出願するに際して、従来の導電性材料を用いた電磁波吸収
体の表面抵抗値が５０００Ω／□程度であり、前記技術において本発明者が見出した表面
抵抗値の最適範囲を大きく上回っていることを確認している。
　磁性粒子を用いたノイズ抑制体では約１ＧＨｚからノイズ抑制特性を発揮するが、本願
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出願人が先に特許出願した前記技術に基づくノイズ抑制体では、数百ＭＨｚからノイズ抑
制特性を発揮する。
【０００７】
　本願出願人が先に特許出願した前記技術に基づくノイズ抑制体は、従来の磁性粒子を用
いたノイズ抑制体よりも低周波数域のノイズを抑制することができる点で優れており、低
周波数用途で好適に用いることができるが、高周波数用途の場合、メイン信号の周波数が
ノイズ抑制特性を発現する周波数域に含まれてしまい、ノイズだけでなくメイン信号まで
抑制してしまうおそれがある。したがって、低周波数用途では本願出願人が先に出願した
導電性粒子を用いたノイズ抑制体、高周波数用途では従来公知の磁性粒子を用いたノイズ
抑制体、という使い分けが必要であった。
　しかし、一般に磁性粒子は導電性粒子よりも高価であり、また、磁性粒子として汎用さ
れている合金は、バインダーとの混練時におけるせん断などの影響で組成変化する場合が
あり、取扱いが困難である。
【０００８】
　そこで、本発明の解決しようとする課題は、磁性粒子よりも安価で取扱いが容易である
導電性粒子を用いて、磁性粒子を用いたノイズ抑制シートと同様のノイズ抑制特性、すな
わち、高周波数からノイズ抑制能を発揮する、ノイズ抑制体、ノイズ抑制シート、塗装物
品およびこれらの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、上記課題を解決するべく鋭意検討を行った。
　その結果、上記課題を解決するためには、非磁性の導電体粉体からなる導電性粒子が、
厚み方向に隣り合う導電性粒子との間に電圧印加可能な状態で電気的絶縁層を介して多数
分散していればよいことを見出した。このノイズ抑制体は、図１に示すように、抵抗とコ
ンデンサーが交互に配置された構造になると推測され、このような構造では、周波数が大
きいほど電流が流れやすくなるため、特異的に高周波数側でのノイズ抑制特性に優れるも
のとなると推測される。
　また、前記ノイズ抑制体からなるノイズ抑制シート、塗膜が前記ノイズ抑制体である塗
装物品、および、これらの好適な製造方法をも見出した。
【００１０】
　すなわち、本発明にかかるノイズ抑制体は、内部に非磁性の導電体粉体からなる導電性
粒子が多数分散してなり、近傍界におけるノイズを抑制するノイズ抑制体であって、前記
導電性粒子は、厚み方向に隣り合う導電性粒子との間に電圧印加可能な状態で電気的絶縁
層を介して分散している、ことを特徴とする。
　本発明にかかるノイズ抑制シートは、前記ノイズ抑制体からなる、ことを特徴とする。
　本発明にかかるノイズ抑制シートの製造方法は、前記ノイズ抑制シートの製造方法であ
って、非磁性の導電性粒子、バインダーおよび溶剤からなるコーティング組成物を離型性
シート上に塗布し乾燥したのち、得られた乾燥塗膜の上に前記と同一のコーティング組成
物を塗布し乾燥する操作を１回以上行うことにより、離型性シート上に複層塗膜を形成し
、該複層塗膜を離型性シートから剥離する、ことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明にかかる塗装物品は、塗膜が前記ノイズ抑制体からなる、ことを特徴とす
る。
　本発明にかかる塗装物品の製造方法は、前記塗装物品の製造方法であって、導電性粒子
、バインダーおよび溶剤からなるコーティング組成物を被塗装物上に塗布し乾燥したのち
、得られた乾燥塗膜の上に前記と同一のコーティング組成物を塗布し乾燥する操作を１回
以上行うことにより、被塗装物上に複層塗膜を形成する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明にかかるノイズ抑制体、ノイズ抑制シート、塗装物品によれば、磁性粒子よりも
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安価で取扱いが容易である導電性粒子を用いて、磁性粒子を用いたノイズ抑制体と同様に
、高周波数からノイズ抑制能を発揮させることができる。また、本発明にかかるノイズ抑
制シートまたは塗装物品の製造方法によれば、前記ノイズ抑制能を発揮するノイズ抑制シ
ートまたは塗装物品を製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明にかかるノイズ抑制体、ノイズ抑制シート、塗装物品およびこれらの製造
方法について詳しく説明するが、本発明の範囲はこれらの説明に拘束されることなく、以
下の例示以外についても、本発明の趣旨を損なわない範囲で適宜変更実施し得る。
　〔ノイズ抑制体〕
　本発明にかかるノイズ抑制体は、内部に非磁性の導電体粉体からなる導電性粒子が多数
分散してなり、近傍界におけるノイズを抑制するノイズ抑制体であって、前記導電性粒子
は、厚み方向に隣り合う導電性粒子との間に電圧印加可能な状態で電気的絶縁層を介して
分散している。
【００１４】
　　＜ノイズ抑制シート＞
　本発明にかかるノイズ抑制シートは、前記ノイズ抑制体からなる。
　前記ノイズ抑制シートの厚みは、３０～３，０００μｍが好ましく、１００～１，００
０μｍがより好ましい。厚みが薄いほど、小型化、軽量化することができ、電子部品の実
装密度が高い回路への利用も可能となるが、薄すぎるとノイズ抑制能が十分に発現しなく
なるおそれがある。
　前記ノイズ抑制シートの表面抵抗値は１００，０００Ω／□以上であることが好ましい
。より好ましくは１，０００，０００Ω／□以上である。ノイズ抑制シートの表面抵抗値
が１００，０００Ω／□以上であれば、低周波数ノイズを抑制することがなく、したがっ
て、低周波側のメイン信号を抑制してしまうこともない。また、高抵抗値のため、回路に
直接貼付してもショートする心配がない。
【００１５】
　前記ノイズ抑制シートは、小型化、軽量化が容易となる点で、その表面が平滑であるこ
とが好ましい。
　　＜塗装物品＞
　本発明にかかる塗装物品は、塗膜が前記ノイズ抑制体からなる。
　塗装物品の表面抵抗値は、前記ノイズ抑制シートと同様に、１００，０００Ω／□以上
であることが好ましい。より好ましくは１，０００，０００Ω／□以上である。
　また、塗装物品の塗膜表面は、前記ノイズ抑制シートと同様に、平滑であることが好ま
しい。
【００１６】
　〔導電性粒子〕
　本発明にかかるノイズ抑制体において、その内部に多数分散する導電性粒子は、非磁性
の導電体粉体からなる。
　ここで、非磁性とは、磁化特性を有しないこと、具体的には透磁率が１であることを意
味する。
　前記導電性粒子としては、特に限定するわけではないが、例えば、金属、導電性金属酸
化物、炭素材料、ウィスカーなどが挙げられ、これらを１種または２種以上組み合わせて
用いることができる。
【００１７】
　前記金属としては、特に限定するわけではないが、例えば、金、銀、銅、アルミなどが
挙げられる。
　前記導電性金属酸化物としては、特に限定するわけではないが、例えば、酸化亜鉛、酸
化スズ、酸化インジウムなどが挙げられる。
　前記炭素材料としては、特に限定するわけではないが、例えば、カーボンブラック、カ
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ーボンファイバー、カーボンナノチューブ、カーボンナノコイルなどが挙げられる。
　前記ウィスカーとしては、特に限定するわけではないが、例えば、チタン酸カリウィス
カーなどが挙げられる。
【００１８】
　前記導電性粒子の形状としては、特に限定されず、薄片、短繊維状、球状など、種々の
形状が挙げられる。特に、薄片であるか、および／または、短繊維状であれば、導電性粒
子を、その長さ方向がノイズ抑制体の面方向に沿うよう配向させることができ、高周波数
ノイズを安定して抑制することができるため好ましい。
　具体的には、導電性粒子は、例えば、図２（ａ）～（ｃ）に示す分散状態であれば良い
。図２（ａ）では薄片、図２（ｂ）では短繊維状、図２（ｃ）では球状の導電性粒子１１
が、絶縁層１２を介して多数分散していることが分かる。
　前記導電性粒子の粒子径としては、特に限定するわけではないが、例えば１～５００μ
ｍであることが好ましい。より好ましくは、１０～３００μｍである。１μｍ未満ではバ
インダー中への均一分散が困難になるおそれがあるとともに、粒子が小さすぎるために配
向してもコンデンサー機能として寄与せず、ノイズ抑制能を充分に発揮しないおそれがあ
る。また、５００μｍを超えるとノイズ抑制体の表面に凸凹、内部に空隙が発生し易くな
りシート化が困難になるおそれがある。
【００１９】
　〔絶縁層〕
　絶縁層は、例えば、導電性粒子同士を結合させるバインダーとして絶縁性の材料を用い
たり、各導電性粒子を絶縁コートしたりすることにより形成することができる。
　前記バインダーとしては、特に限定するわけではないが、例えば、樹脂、パルプ、セラ
ミックスなどが挙げられ、その用途や目的に応じて、その１種または２種以上を適宜選択
すれば良い。
　前記樹脂としては、限定するわけではないが、例えば、クロロプレンゴム、アクリルニ
トリル・ブタジエンゴム、スチレン・ブタジエンゴム、天然ゴム、ポリイソプレンゴムな
どの各種エラストマー、ポリオレフィン樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリアミド樹脂、フ
ェノール樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、シリコーン樹脂、セルロー
ス樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリカーボネート樹脂などが挙げられる。
【００２０】
　前記パルプとしては、限定するわけではないが、例えば、木材パルプ、竹パルプ、エス
パルトパルプ、バガスパルプ、ボロパルプ、リンターパルプなどが挙げられる。
　前記セラミックスとしては、限定するわけではないが、例えば、酸化チタン、酸化マグ
ネシウム、酸化アルミニウム、ガラスおよびボロンナイトライド、セリサイト、酸化ケイ
素、窒化ケイ素などが挙げられる。
　また、各導電性粒子を絶縁コートする場合、その材料としては、前記樹脂、パルプ、セ
ラミックスなどが挙げられるが、例えば、比較的簡易な方法として、導電性粒子として金
属を用い、その表面を酸化させ、金属表面に絶縁性の酸化皮膜を形成させる方法が挙げら
れる。
【００２１】
　〔導電性粒子と絶縁材料の配合割合〕
　上記導電性粒子と絶縁材料の配合割合は、材料の種類によって異なり一概には言えない
が、例えば、導電性粒子が金属または導電性金属酸化物である場合には、その配合割合を
、絶縁材料１００重量部に対して５０～２，０００重量部とすることが好ましい。より好
ましくは１００～１，５００重量部である。
　導電性粒子が炭素材料である場合には、限定するわけではないが、例えば、その配合割
合を、絶縁材料１００重量部に対して１０～１，０００重量部とすることが好ましい。よ
り好ましくは２０～５００重量部である。
【００２２】
　導電性粒子がウィスカーである場合には、限定するわけではないが、例えば、その配合
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割合を、絶縁材料１００重量部に対して５０～２，０００重量部とすることが好ましい。
より好ましくは１００～１，５００重量部である。
　〔他の材料〕
　本発明にかかるノイズ抑制体には、本発明の効果を害しない範囲において、他の材料を
用いても良い。具体的には、例えば、磁性粒子を用いることができる。
　前記磁性粒子としては、特に限定するわけではないが、例えば、磁性合金金属（センダ
スト、パーマロイ）やフェライトを挙げることができる。フェライトは、ＭＯ・Ｆｅ２Ｏ

３なる組成をもつ一群の鉄酸化物であり、Ｍは２価の金属イオンで、例えば、Ｍｎ２＋、
Ｆｅ２＋、Ｃｏ２＋、Ｎｉ２＋、Ｃｕ２＋、Ｚｎ２＋などである。金属酸化物粒子と酸化
鉄粒子を混合し、圧縮成形した後に焼成することにより得ることができる。Ｍは１種だけ
に限らず、２種以上を組み合わせて混合し、固溶体をつくることにより、種々の磁化特性
を生じさせることもできる。例えば、平均粒径１００μｍ以下の粒子として使用できる。
磁性粒子の配合割合としては、例えば、絶縁材料１００重量部に対して０～４００重量部
とすることが好ましい。より好ましくは２０～２００重量部である。前記磁性粒子の粒子
径としては、特に限定するわけではないが、例えば、１～３００μｍであることが好まし
い。より好ましくは１０～２００μｍである。
【００２３】
　さらに、必要に応じて、溶剤、分散剤、可塑剤、架橋剤、老化防止剤、架橋促進剤、顔
料などを１種または２種以上添加しても良い。前記架橋剤としては、例えば、２，５－ジ
メチル－２，５ビス（ターシャリーブチルパーオキシ）ヘキサン、ベンゾイルパーオキサ
イド、ジクミルパーオキサイド、ジターシャリーブチルパーオキサイド、ターシャリーブ
チルクミルパーオキサイド、パラメチルベンゾイルパーオキサイドなどを用いることがで
きる。
　〔ノイズ抑制シートの製造および用途〕
　本発明にかかるノイズ抑制シートは、非磁性の導電性粒子、バインダーおよび溶剤から
なるコーティング組成物を離型性シート上に塗布し乾燥したのち、得られた乾燥塗膜の上
に前記と同一のコーティング組成物を塗布し乾燥する操作を１回以上行うことにより、離
型性シート上に複層塗膜を形成し、該複層塗膜を離型性シートから剥離することにより製
造することができる。
【００２４】
　例えば、図３に示す工程（ａ）～（ｄ）を経て製造することができる。なお、図３は、
模式的な図であって、その寸法比率は実際と異なる。また、工程（ａ）～（ｄ）は、本発
明の一例にすぎず、例えば、工程（ｄ）を行わなくても本発明のノイズ抑制シートを得る
ことはできる。
　工程（ａ）では、非磁性の導電性粒子、バインダーおよび溶剤を、混合手段２０により
混合し、原料混合物１３を得ている。このとき、非磁性の導電性粒子、バインダー、溶剤
以外の他の原料を添加しておいても良い。
　工程（ｂ）では、前記工程（ａ）における混合により得られるコーティング組成物１４
を、塗工手段３０により、離型性シート４０の上に塗布している。塗工手段３０としては
、コーティング組成物を薄く塗り付けられるものが好ましく、例えば、ドクターブレード
などを用いる。
【００２５】
　工程（ｃ）では、前記工程（ｂ）で得られる塗膜を乾燥して乾燥塗膜１５としたのちに
、さらに、塗工手段３０により、コーティング組成物１４を１回以上積層している。乾燥
塗膜を得るための乾燥温度、乾燥時間は特に限定されないが、例えば、常温～５０℃で２
～６０分乾燥すればよい。特に限定するわけではないが、本発明の目的とするノイズ抑制
特性を十分に得る観点、小型化・軽量化の観点から、コーティング組成物１４の積層回数
は、例えば、１～５０回とすることが好ましい。
　上記工程（ｂ）、（ｃ）における１層当たりの厚みは、積層回数にもより、特に限定さ
れないが、例えば、１～５００μｍとすることができる。
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【００２６】
　工程（ｄ）では、前記工程（ｃ）で得られる複層塗膜１６を加圧手段５０により加圧し
ている。加圧する際には、複層塗膜１６と加圧手段５０の粘着を避けるために、複層塗膜
上に離型性シート４０を載せている。この工程（ｄ）を行うことにより、さらなる薄膜化
が可能となる。また、原料として架橋剤を用いていれば、この工程（ｄ）の際に熱を加え
ることで、加圧とともに架橋も行うことができる。架橋を行うことで、得られるノイズ抑
制シートの強度が高まる。加える圧力は、例えば、１～２００ＭＰａとすることができ、
さらに加熱も行う場合には、その温度を６０～２５０℃とすることができる。
　前記工程（ａ）～（ｄ）を行った後、離型性シートを剥離することで、ノイズ抑制シー
トを得ることができる。
【００２７】
　非磁性の導電性粒子、バインダーについては、例えば、先に例示したものが使用できる
。
　前記溶剤としては、非磁性の導電性粒子およびバインダーを良好に分散あるいは溶解さ
せるものを用いれば良く、特に限定されない。
　前記ノイズ抑制シートの厚みや表面抵抗値の好適範囲は先に述べた通りである。
　ノイズ抑制シートには、このシートを保護したり装飾したりする目的で、クリア塗膜層
や着色塗膜層を形成するようにしてもよい。
　このようにして製造されるノイズ抑制シートは、ノイズ発生源または伝送線路を被覆す
ることによって、ノイズの発生や伝播を効果的に抑制する使用方法に適している。被覆対
象物としては、携帯電話や回路基板などがある。
【００２８】
　〔塗装物品の製造および用途〕
　本発明にかかる塗装物品は、導電性粒子、バインダーおよび溶剤からなるコーティング
組成物を被塗装物上に塗布し乾燥したのち、得られた乾燥塗膜の上に前記と同一のコーテ
ィング組成物を塗布し乾燥する操作を１回以上行うことにより、被塗装物上に複層塗膜を
形成することにより製造することができる。
　基本的には、上記ノイズ抑制シートの製造方法と共通する製造方法が採用できる。すな
わち、図３において、複層塗膜１６を、離型性シート４０の上にではなく、被塗装物４０
の上に形成させるようにすれば良い。
【００２９】
　導電性粒子、バインダー、溶剤などについては、ノイズ抑制シートの製造と同様のもの
を用いればよい。
　被塗装物としては、電子機器の筐体などが挙げられる。
　塗膜の膜厚や表面抵抗値の好適範囲は先に述べた通りである。
　ノイズ抑制シートと同様に、塗装物品上に形成される塗膜を保護したり装飾したりする
目的で、さらに、クリア塗膜層や着色塗膜層を形成するようにしてもよい。
　このようにして製造される塗装物品は、電子機器からの不要電磁波の輻射を抑制するも
の、具体的には、例えば、携帯電話やノートパソコンなどの筐体に好適に使用できる。
【実施例】
【００３０】
　以下に、実施例によって本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに限定され
るものではない。以下では、便宜上、「重量部」を単に「部」と記すことがある。
　なお、後述する実施例、比較例においては、表面抵抗値および伝送減衰率Ｒｔｐを示し
ているが、これらの値の測定方法は以下のとおりである。
　＜表面抵抗値の測定＞
　表面抵抗値は、三菱油化株式会社製の抵抗率計（ＬｏｒｅｓｔａＡＰ　ＭＣＰ－Ｔ４０
０）を用いた四探針法にて測定した。
　ここで、四探針法とは、試料に４本のプローブを直線上に配置し、外側の２本のプロー
ブ間に電流を流したとき、内側の２本のプローブ間に生ずる電位差Ｖを測定することによ
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り、材料の抵抗率を測定する手法である。
【００３１】
　＜伝送減衰率Ｒｔｐの測定＞
　ＩＥＣ６２３３３－１およびＩＥＣ６２３３３－２に準拠して測定した。ここで伝送減
衰率Ｒｔｐとは下式（１）で表され、値が大きいほどノイズ抑制能が高いことを表してい
る。式中、Ｓ１１は反射減衰率、Ｓ２１は透過減衰率である。
【００３２】
【数１】

 
【００３３】
　〔実施例〕
　バインダーとしてシリコーンゴムを１００部、導電性粒子として扁平状銅粉を４００部
、溶剤としてヘキサンを６５５部、架橋剤として２，５－ジメチル－２，５ビス（ターシ
ャリーブチルパーオキシ）ヘキサンを１部用い、これらの材料を撹拌装置で撹拌してコー
ティング組成物を得た。
　ドクターブレードを用いて、前記コーティング組成物を、フッ素樹脂からなる離型性シ
ート上に厚み２５μｍとなるよう塗布し、ファンを用いて３０℃で２０分間減圧乾燥した
。
【００３４】
　得られた乾燥塗膜上に、前記と同様にして、前記コーティング組成物を厚み２５μｍと
なるよう塗布し、３０℃で２０分間減圧乾燥した。この操作を２０回繰り返し行った。
　得られた複層塗膜上に、フッ素樹脂からなる離型性シートを載せたのち、温度１７０℃
、圧力４０ＭＰａの条件で熱プレスし、複層塗膜を圧縮すると同時にゴム成分を架橋させ
、そののち、離型性シートを剥離することにより、６７４μｍ厚みのノイズ抑制シートを
得た。
　得られたノイズ抑制シートの表面抵抗値は５×１０５Ω／□であった。
　〔比較例１〕
　比較例１は、本願出願人が先に特許出願した技術に基づくノイズ抑制シートである（特
願２００７－０８６０５４に記載の実施例２に相当）。
【００３５】
　具体的には、バインダーとして塩素化ポリエチレンを１００部、導電性粒子として平均
繊維長８μｍの炭素繊維粒子２０部、溶剤としてトルエン８６７部を用い、各材料を混練
して導電性ペーストを得、このペーストをアルミからなる基板に塗工した。次いでファン
を用いて３０℃で１２０分間減圧乾燥した後、基板から剥離することにより、表面が平滑
なノイズ抑制シートを得た。
　得られたシートの厚みは３５μｍであり、表面抵抗値は６５Ω／□であった。
　〔比較例２〕
　磁性粒子をバインダーに充填させてなる市販のノイズ抑制シート「Ｒ４Ｎ」（商品名、
ＮＥＣトーキン社製）で、厚みが５００μｍのものを比較例２とした。
【００３６】
　〔評価〕
　実施例、比較例１，２にかかるノイズ抑制シートについて、周波数毎の伝送減衰率Ｒｔ

ｐの変化を示すグラフを図４に示した。
　これらの結果から、実施例のノイズ抑制シートは、比較例２の磁性体を用いたノイズ抑
制シートと同様のノイズ抑制特性、すなわち、高周波数域からのノイズ抑制特性を発揮し
ていることが確認できた。
　比較例１のノイズ抑制シートは、低周波数域から優れたノイズ抑制特性を発現している
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が、高周波数用途で使用した場合にはメイン信号も抑制してしまうおそれがあるため、磁
性体を用いたノイズ抑制シートの相当品としては不適当なものであった。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明にかかるノイズ抑制体、ノイズ抑制シート、塗装物品およびこれらの製造方法は
、携帯電話や回路基板を被覆して、特に高周波ノイズの発生や漏洩、相互干渉による誤作
動を防止するためのノイズ抑制体、ノイズ抑制シート、塗装物品およびこれらの製造方法
として好適に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明にかかるノイズ抑制体の電気的状態を表す模式図である。
【図２】本発明にかかるノイズ抑制体における導電性粒子の分散状態の例を表す模式図で
ある。
【図３】本発明にかかるノイズ抑制体の製造方法の例を表す工程図である。
【図４】実施例、比較例１，２にかかるノイズ抑制シートの伝送減衰率Ｒｔｐを示すグラ
フである。
【符号の説明】
【００３９】
１０　　ノイズ抑制体
１１　　導電性粒子
１２　　絶縁層
１３　　原料混合物
１４　　コーティング組成物
１５　　乾燥塗膜
２０　　混合手段
３０　　塗工手段
４０　　離型性シートまたは被塗装物
５０　　加圧手段
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